
２．入札参加資格の要件

（１）単体又は特定共同企業体 　単体又は特定共同企業体

（２）工種 　建築一式

（３）特定建設業 　特定建設業の許可を受けているもの。

（４）特定共同企業体の 　ア　構成員は、２業者であること。

場合の条件 　イ　代表者は、構成員のうち施工能力等に照らし円滑な共同施工を確保

　する上で中心的な役割を担うことができる業者とし、出資比率は最大とし

　ます。

　ウ　最小出資比率は30％以上とし、構成員は、当該工事について他の特

　定共同事業体の構成員になることはできないものとします。

（５）格付又は評点 　ア　単体の場合、及び特定特定共同企業体の代表者

　平成２９・３０年度新潟市入札参加資格者名簿の当該工種でＳランクに

　格付認定されているもの。

　イ　特定共同企業体の構成員（代表者以外）

　平成２９・３０年度新潟市入札参加資格者名簿の当該工種でＳまたはＡ

　またはＢランクに格付認定されているもの

（６）営業拠点 　新潟市内に本社（本店）を有するもの。

（７）実績要件 　平成１４年４月１日以降に竣工した、社会福祉施設（保育所または大

　規模老人福祉施設（厨房を有する施設））、または幼稚園（厨房施設を有

　する施設）、学校などの工事請負実績、（単体又は共同企業体の構成員

　としての実績）を有するもの。または延床面積１，０００㎡以上で新築

　の非木造建築の建築一式工事の元請実績（単体、又は共同企業体の構

　成員としての実績。代表者以外の構成員の実績の場合は、新潟市の平

　成２６年３月１８日付け「一般競争入札工事の実績要件について」参照。

　民間工事の場合は、新潟市の「共通公告別表１」参照）があるもの。

（８）配置技術者 　本工事を施工しうる国家資格を有する主任技術者又は、監理技術者を配

　置できる者。

（９）共通事項 　ア　地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者。

　イ　公告日から開札日までの期間中に、新潟市競争入札参加有資格者

　　指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者。

　ウ　次の（ア）から（キ）までのいずれにも該当しないもの

　（ア）　暴力団　（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）

　 第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

　（イ）　暴力団員　（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１

　 号）　第２条第３号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

　（ウ）　役員等　（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表

　 者その他これらと同等の責任を有するものをいい，法人以外の団体で

　 ある場合は代表者，理事その他これらと同等の責任を有するものをい

　 う。）が暴力団員であるもの



　（エ）　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの

　（オ）　自己，その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利

　 益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴

　 力団員を利用しているもの

　（カ）　暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し，又は便宜を供与す

　 るなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与して

　 いるもの

　（キ）　その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

　 するもの


